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事務局事務局事務局事務局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ

◎◎◎◎ 運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

２6 年度第 8 回 11 月 8 日(土) 10:00～12:00 （事務所）

２6 年度第 9 回 12 月 13 日(土) 10:00～12:00 （事務所）

◎◎◎◎ 運営委員会議事録承認事項運営委員会議事録承認事項運営委員会議事録承認事項運営委員会議事録承認事項 （平成 26 年 10 月 11 日 出席者 15 名）

（１）会計報告（三村）

9 月単月で 14,685 円の黒字

本部より拠点会計業務の内部点検の要請があり、わかばの会としては寄付

金に対する領収書の発行について改善を行う。

（２）主要イベントについて（吉田）

①福祉施設見学会

日時 １１月２０日（木）11：00～

見学先 ライフ＆シニアハウス千里中央

②介護保険改正内容研修会

２０１４年７月２８日に厚労省よりガイドライン案が提案された。

今後各自治体で事業内容が具体化された時点で研修会を行う。

③ナルク豊中・池田拠点創立２０周年記念行事と新年会

日時 ２０１５年２月２日（月）11：30～14：00

場所 ホテルアイボリー３階キッドホール

会費 ４０００円/一人（アルコール類は自己負担）

④バス旅行

日時 ２０１５年５月２９日（金）

行き先 大山、蒜山方面

会費 別途協議(参加費は事前に振込または事務所に持参)

(３）事務所当番の件（石井）

１１月より、事務所当番は午前中のみとする。

午後は同好会など事務所を使用される方にお願いをする。

◎◎◎◎会員活動会員活動会員活動会員活動

◎◎◎◎会員数会員数会員数会員数 (2014/11/1 かっこ内は前年同期比）

11111111 月より月より月より月より事務所当番は午前中のみになります事務所当番は午前中のみになります事務所当番は午前中のみになります事務所当番は午前中のみになります
従来、事務所当番は平日 10 時～16 時でしたが、当番に空白の日が多くなりました。11 月より

事務所当番は平日 10 時～12 時とし、その代わりに出来る限り当番が居る事とします。事務所

への連絡等はその時間内でお願い致します。 (事務局)

活動内訳 10 月の活動(時間) 26 年度累計(時間) 累計前年比

預託活動

総活動時間 178 1,135 + 31

点数利用 1 20 - 6

純 増 177 1,115 + 37

奉仕活動 138 1,105 - 485

豊 中 池 田 その他 計

世 帯 数 109(-3) 24(-2) 14(-1) 147(-6)

会 員 数 166(-4) 37(-3) 21(-1) 224(-8)


